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７ 予算額等

予 算 額 決 算 額
事　業　経　費 経　常　

予 算 額 決 算 額 予 算 額

移行前の組織の最終１年間

(平成14年度)

A 22,648,019 A 23,661,472 A 19,774,763 A - A 2,873,256 A

B 23,177,704 B 25,000,849 B 18,067,731 B 20,074,741 B 5,109,973 B

C 149,371,464 C 216,184,066 C 136,701,050 C 205,913,862 C 12,670,414 C

15年度

予算額・決算額 99,277,104 127,661,409 88,593,916 117,439,157 10,683,188

独自財源から
の 収 入 額

812,439 28,077,231 812,439 28,077,231 0

運営費交付金 73,033,810 60,309,723 62,350,622 50,087,471 10,683,188

補 助 金 等 22,311,776 36,494,996 22,311,776 36,494,996 0

施 設 費 3,119,079 2,779,458 3,119,079 2,779,458 0

16年度

予算額・決算額 182,203,648 205,590,145 163,004,157 186,881,276 18,876,699

独自財源から
の 収 入 額

1,501,218 33,535,684 1,501,218 33,535,684 0

運営費交付金 137,297,574 127,482,314 118,420,875 108,773,445 18,876,699

補 助 金 等 34,655,664 37,479,425 34,655,664 37,479,425 0

施 設 費 8,426,400 7,092,721 8,426,400 7,092,721 0

17年度

予算額・決算額 177,955,434 228,203,111 159,034,164 209,370,385 18,921,270

独自財源から
の 収 入 額

1,501,218 38,459,279 1,501,218 38,459,279 0

運営費交付金 131,411,464 145,358,306 112,490,194 126,525,580 18,921,270

補 助 金 等 36,831,250 35,206,200 36,831,250 35,206,200 0

施 設 費 8,211,502 9,179,325 8,211,502 9,179,325 0

18年度

予算額・決算額 227,240,440 234,605,886 208,587,631 216,288,001 18,652,809

独自財源から
の 収 入 額

47,137,686 47,627,353 47,137,686 47,627,353 0

運営費交付金 138,293,436 144,464,275 119,640,627 126,146,389 18,652,809

補 助 金 等 33,207,030 33,214,839 33,207,030 33,214,839 0

施 設 費 8,602,288 9,299,418 8,602,288 9,299,418 0

19年度

予算額・決算額 227,632,110 208,674,294 18,957,816

独自財源から
の 収 入 額

43,823,612 43,823,612 0

運営費交付金 128,826,326 109,868,510 18,957,816

補 助 金 等 46,945,775 46,945,775 0

施 設 費 8,036,397 8,036,397 0

備　考
※1 移行前は国の組織で国立学校特別会計の一部であるため、事業経費・経常経費という区分で決算されていないため記載不可能。
※2 独自財源と運営費交付金で事業を行っており、その財源についての区分は行っていないため分けることができない。
※ 各年度予算額は、文部科学省所管一般会計歳出予算各目明細書の計画予算見積もりに拠る。なお、平成18年度から各目明細書における
目の対象範囲変更に伴い、独自財源からの収入額が増加している。
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「受託収入」項
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単位：千円
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８ 資産・負債・資本
（１）資産 単位：千円

資　　　　　　　　産

資 産 合 計 現金及び預金 有価証券 土 地 建    物

移行前の組織の最終１年間
(発足日前日)

A - A - A - A - A -

B 70,103,457 B 5,067,219 B 0 B 31,200,000 B 8,716,336

C 654,772,372 C 23,658,348 C 0 C 16,983,464 C 40,327,774

１５年度 754,534,235 46,808,299 0 66,055,042 59,957,236

１６年度 793,737,923 57,709,417 0 67,170,108 57,990,189

１７年度 828,149,199 33,889,771 0 68,587,664 55,866,274

１８年度 784,582,030 28,042,748 0 70,778,313 55,256,801

（２）負債 単位：千円

負　　　　　　　　債

負 債 合 計 短 期 借 入 金

長　期　借　入　金

借　入　先 借　入　額 政府保証
の有無

移行前の組織の最終１年間

(発足日前日)

A　　　　　　-
B  　　27,312,043
C 　　184,512,925

A　　　　　　　　-
B   　　   　　　 0
C   　　   　　　 0

- - -
文部科学省 3,436,531 無

- 0 -

１５年度 253,987,581 0 文部科学省 3,436,531 無

１６年度 320,958,129 0
- 0 -

１７年度 374,015,938 0
- 0 -

１８年度 348,684,336 0
- 0 -

（３）資本 単位：千円

資　　　　　　　　本

資 本 合 計 政 府 出 資 金
積　　立　　金

種　　別 金　　額

移行前の組織の最終１年間

(発足日前日)

A　　　　　　-
B  　　42,791,413
C 　　470,259,447

A　　　　　　-
B   　　 51,472,680
C 　　3,122,536,055

- -
積立金 20,349
- 0

１５年度 500,546,653 544,401,941 - 0

１６年度 472,779,793 544,401,941 積立金 1,796,557

１７年度 454,133,261 544,401,941 - 0

１８年度 435,897,694 544,401,941 - 0

備  考   ※Aについて移行前は国の組織であり、バランスシートを作成していなかったため記載不可能



９　現物出資・無償譲渡資産等
（１）現物出資された資産 単位：千円

有　形　資　産
(土地、建物、構築物、器具など)

無　形　資　産
(ソフトウェア、電話加入権など)

資　産　名 金　　額 資　産　名 金　　額

 発 足 時
(15年10月)に国から現物
出資された資産

土地 6,001,965 電話加入権 2,041

建物 12,440,482

構築物 4,270,428

１５年度末

土地　　　  6,000,635 電話加入権 2,041

建物 11,777,136

構築物 4,294,631

機械装置 498,351

工具器具備品 30,731

１６年度末

土地 6,000,635 電話加入権 2,041

建物 10,760,308

構築物 1,980,305

機械装置 750,144

工具器具備品 9,038

１７年度末

土地 6,000,635 電話加入権 2,041

建物 10,180,535

構築物 1,670,430

機械装置 113,053

工具器具備品 1,254

１８年度末

土地 6,000,635 電話加入権 471

建物 9,726,810

構築物 1,553,408

機械装置 107,791

工具器具備品 987

備　考
※宇宙航空研究開発機構の資産分類に基づく各勘定科目間の振替のため、発足時又は前年度と比べて増加しているもの
がある。

（２）無償譲渡された資産 単位：千円

有　形　資　産
(土地、建物、構築物、器具など)

無　形　資　産
(ソフトウェア、電話加入権など)

資　産　名 金　　額 資　産　名 金　　額

発 足 時
(15年10月)に国から無償
譲渡された資産

機械装置 5,844,647 ソフトウェア 28,350

人工衛星 16,981,548

車両運搬具 106,541

工具器具備品 488,093

建設仮勘定 46,880,298

１５年度末

機械装置 5,424,155 ソフトウェア 25,658

人工衛星 16,981,548

車両運搬具 62,359

工具器具備品 914,791

建設仮勘定 46,880,298

１６年度末

機械装置 1,986,628 ソフトウェア 17,719

人工衛星 11,423,951

車両運搬具 34,911

工具器具備品 344,934

建設仮勘定 46,880,298

１７年度末

機械装置 516,046 ソフトウェア 10,631

人工衛星 7,718,886

車両運搬具 20,060

工具器具備品 112,702

建設仮勘定 38,235,832

１８年度末

機械装置 301,217 ソフトウェア 3,544

人工衛星 4,018,071

車両運搬具 10,171

工具器具備品 59,784

建設仮勘定 2,329,824

備　考
※宇宙航空研究開発機構の資産分類に基づく各勘定科目間の振替のため、発足時又は前年度と比べて増加しているもの
がある。

（３）土地、建物等の無償使用の提供を受けている有無
発足時(１５年１０月) １５年度末 １６年度末 １７年度末 １８年度末

無 無 無 無 無



１０　法定監査、任意監査の有無と監査法人名等

15年度（平成
15年10月1日
発足）

法
定
監
査

監査法人名 中央青山監査法人

監査意見

（１）財務諸表（利益の処分に関する書類（案）並びに関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に
基づき記載している部分を除く。）が、独立行政法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の基準に準拠して、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財政状態、運営状況、キャッ
シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

（２）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。

（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人の業務運営の状況を正しく示してい
るものと認める。

（４）決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているもの
と認める。

任
意
監
査

監査法人名 -

監査意見 -

16年度

法
定
監
査

監査法人名 中央青山監査法人

監査意見

（１）財務諸表（損失の処理に関する書類（案）並びに関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に
基づき記載している部分を除く。）が、独立行政法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の基準に準拠して、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財政状態、運営状況、キャッ
シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

（２）損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。
（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人の業務運営の状況を正しく示してい
るものと認める。

（４）決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているもの
と認める。

任
意
監
査

監査法人名 -

監査意見 -

17年度

法
定
監
査

監査法人名 中央青山監査法人

監査意見

（１）財務諸表（損失の処理に関する書類（案）並びに関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に
基づき記載している部分を除く。）が、独立行政法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の基準に準拠して、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財政状態、運営状況、キャッ
シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

（２）損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。

（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人の業務運営の状況を正しく示してい
るものと認める。

（４）決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているもの
と認める。

任
意
監
査

監査法人名 -

監査意見 -

18年度

法
定
監
査

監査法人名 みすず監査法人

監査意見

（１）財務諸表（損失の処理に関する書類（案）並びに関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に
基づき記載している部分を除く。）が、独立行政法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の基準に準拠して、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財政状態、運営状況、キャッ
シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

（２）損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。

（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人の業務運営の状況を正しく示してい
るものと認める。

（４）決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているもの
と認める。

任
意
監
査

監査法人名 -

監査意見 -

（注）法定監査義務のない法人は、法定監査の監査法人名の欄にその旨を明記すること。

１１　収入及び支出に係る上位10位までの取引先の名称等　　　　　　　引き続き調査中

１２　関係法人(特定関連会社、関連会社、関連公益法人）に対する出資額、関係法人の売上額等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続き調査中
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